
Ａ３印刷推奨

通常の営農行為の範疇の判断基準の確認フロー（滋賀県）（案）

スタート

相談年月日： 年 月 日

相談者：

・氏名

・住所

・連絡先電話番号：

・農地所有者等との関係

農地所有者等：

・氏名

・住所

農地の所在地：

事業内容：

工期： か月

盛土高： . ｍ

添付書類：

・

・

・

行為（※）は自己所

有農地または耕作地

で実施するか

※行為…所有者等が業者に委託する場合も含む

土地の形質変更を伴うもの

土地の形質変更に該当しないもの

休耕期間は１作

（最大１年）未満か

営農型太陽光発電設

備を設置するか

盛土高は30cmを

超えない値か

（ . ）ｍ

（注意事項）

◯このフローは通常の営農行為の該当の適否について確認するものです。このため、確認後の盛土高等が

変更となった場合は、盛土規制法による規制対象となる可能性があります。

◯通常の営農行為に該当しない盛土・切土は盛土規制法の対象となる場合がありますので、盛土規制法担

当部署に御相談ください。

◯土地改良事業又はこれに準ずる事業等に係る工事（宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第８条第１

号）は、盛土規制法の許可は不要です。

農業委員会記入欄

農業委員会確認印

確認日： 年 月 日

判断フローで確認した結果

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

通常の営農行為に該当します。

通常の営農行為に該当しません。

通常の営農行為
に該当しない

通常の営農行為
に該当する

通常の営農行為
に該当する

本人

委任された者

その他

通常の営農行為
に該当しない

（ ）

農道の整備

農業用施設用地の整備

盛土・切土を伴うほ場の大区画

盛土・切土を伴う田畑転換

盛土・切土を伴う荒廃農地の
整備

耕起、代かき、整地、畝立て

畦畔の新設・補修・除去

土壌改良剤の投入

農業用暗渠排水の新設・改修

樹園地における樹木の改植

盛土・切土を伴わない荒廃農地の
再生（抜根・整地等）

表土の補充

通常の営農行為
に該当しない

いいえ

通常の営農行為
に該当しない

行為後、

耕作再開するか

作物の生産性の向上を

目的としない盛土（発電

設備の設置・管理のため

はい

いいえ


